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移住促進に向けたセミナーの運営・情報発信等に関する業務に係る公募型プロポーザル 

応募要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、移住促進に向けたセミナーの運営・情報発信等に関する業務を委託する

者を決定するための公募型プロポーザルについて必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 

令和６年度移住促進に向けたセミナーの運営・情報発信等に関する業務 

（２）業務の内容 

別添「業務仕様書」のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）委託料の上限額 

８，８００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 委託者（業務発注者） 

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議 会長 村岡 嗣政 

（以下「委託者」とする。） 

 

４ 事務局（契約手続き・業務実施等窓口） 

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議事務局 

山口県総合企画部中山間地域づくり推進課やまぐち暮らし創造班 

（以下「事務局」とする。） 

 

５ 参加表明書の提出 

参加を希望する者は、別添「参加表明書」を記入の上、令和６年２月２８日（水）午

後５時（必着）までに、持参、郵送又は電子メール送信により、県民会議事務局あてに

提出すること。なお、電子メールで提出する場合は、電話で受信の確認を行うこと。 

【提出先】 

〒753-8501 山口市滝町１番１号（県庁本館棟７階） 

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議事務局 

（山口県総合企画部中山間地域づくり推進課 やまぐち暮らし創造班） 

E-mail：uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp 
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６ 応募書類の提出 

応募者は、次に掲げる書類を作成し、令和６年３月１１日（月）午後５時（必着）ま

でに、持参、郵送又は電子メール送信により、上記５の県民会議事務局あてに提出する

こと。なお、電子メールで提出する場合は、送信後に必ず電話で受信の確認を行うこと。 

（１）提出書類 

①企画提案書（様式第１号） 

②団体概要（様式第２号及び様式第２号の２） 

③実施計画書（様式第３号） 

・サイズはＡ４判とすること。 

・別添「業務委託仕様書」に基づき、セミナーの運営業務に関する事項について、

具体的に記載すること。 

※企画提案書は選定業者を決定するためのものであり、実施に当たっては、選

定業者の企画提案の内容を踏まえ、県民会議事務局と協議の上、業務実施計

画を決定することとなります。 

④見積書（様式任意） 

・サイズはＡ４判とすること。 

・総額及び経費内訳を明示すること。 

（２）提出部数等 

・正本１部、副本５部を提出すること。 

・応募書類は、原則として提出後の差し替えや訂正は認めない。また、提出された

応募書類については返却しないこと。 

 

７ 要項に関する質問 

質問があれば、令和６年２月２８日（水）午後５時までに文書（様式第４号）で持参、

郵送又は電子メール送信により、上記５の県民会議事務局あてに提出すること。 

なお、回答は個別の質問の場合を除き、参加を表明した者全員に対して行う。 

また、当該回答文書は、この要項を追加又は修正したものとして扱う。 

 

８ 審査の実施 

審査は、競争入札等審査会において、書面審査により９の審査基準に基づき実施する。 

なお、応募者が１者であっても審査は実施する。 
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９ 審査基準 

審査項目及び配点は次のとおりとし、６０％を超える合計点を得た者のうち、最高点

を獲得した者を選定する。ただし、最高点を獲得した者が複数いた場合は、会長の審査

結果を採用する。 

項目及び評価ポイント 配点 

①総合  

 

 

ア 本事業を的確に遂行するだけの必要な知見、ノウハウを有しているか 5点 

イ 総括責任者を中心とした推進体制は適切か 5点 

ウ 所要経費の算定は妥当となっているか 5点 

②大都市圏等での移住促進セミナー「ＹＹ！ターンセミナー」の運営  

 

 

ア 適切かつ実効性の高い運営となっているか 25点 

イ 内容等が具体的に示され、戦略性、実効性、訴求力のある提案となって

いるか 
30点 

③移住者を呼び込むセミナー等の情報発信等  

 

 

ア セミナー登壇者等のインタビューの実施方法・動画編集方法、公開方法は

適切かつ訴求力があり、閲覧者数を増やすために効果的か 
15点 

 
イ セミナーレポートやセミナー動画の編集方法、公開方法は適切かつ訴求

力があり、閲覧者数を増やすために効果的か 
15点 

合 計 100点 

 

10 選定結果 

選定結果は、応募者全員に対して文書により通知する。 

 

11 契約 

最優秀提案者と契約を締結する。  

なお、提案内容をそのまま了承するものではなく、提案内容の一部について変更や修

正を依頼する場合がある。 

 

12 その他 

書類の作成その他、企画提案に要する経費については、すべて応募者の負担とする。 

 

【問い合わせ先】 

 「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議事務局 

（山口県総合企画部中山間地域づくり推進課 やまぐち暮らし創造班）  

 〒753-8501 山口県山口市滝町１番１号（県庁本館棟７階） 

 電話 083-933-2546  FAX 083-933-2559  

 E-mail:uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp  

 


